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北九州市告示第４７６号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４１条第１

項及び第５３条第１項の規定に基づき、居宅サービス事業者及び介護予防サー

ビス事業者を指定したので、法第７８条及び第１１５条の１０の規定により次

のとおり告示する。 

  平成３０年１２月１２日 

北九州市長 北 橋 健 治 

特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

指 定 年 月

日 

４０７０

４０５３

５４ 

介護付有料老人

ホーム  たいし

ん かていな赤

坂 

北九州市小倉北

区赤坂一丁目２

番３２号 

株 式 会 社 大

信薬局 

平 成 ３ ０

年 １ ２ 月

１日 
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工事名 小倉総合特別支援学校改修工事（第１期）
工事場所 北九州市小倉南区春ケ丘１０番
工事内容 特別支援学校の改修工事
工期 請負契約締結の日から平成３１年１２月１９日まで
予定価格 １億７，６１６万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用する。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 建築工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 建築工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の建築工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員と
して指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績がある
こと。

手持工事等
本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の建築
工事で平成３０年１２月１０日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体
の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注５）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間

５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３１年１月２９日　午前９時
最低制限価格 設けない。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

北九州市公告第７９４号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　平成３０年１２月１２日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

（１）　この公告の日から平成３０年１２月１７日まで（注５）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年１２月１８日　午前９時から正午まで

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

９　その他

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　平成３１年１月１０日及び同月１１日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３１年１月１５日　午前９時から午後４時３０分まで
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　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
注５　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

　規定する有資格業者名簿をいう。
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北九州市公告第７９５号

 平成３０年９月７日発行第４２７０号北九州市公報における北九州市公告第

６１７号により公告した次の一般競争入札を中止する。

平成３０年１２月１２日

                    北九州市長 北 橋 健 治

 売り払う物件 

  所在地 戸畑区新池二丁目５５１５番６ 

  公簿地目 雑種地 

  実測面積 ４，７７７．３６平方メートル 
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工事名 青葉台西六丁目地内雨水管渠築造工事
工事場所 北九州市若松区青葉台西六丁目
工事内容 ヒューム管　９００ミリメートル　９７メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から１３０日間
予定価格 ５,８７４万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員と
して指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものも含む。）又は契約の実績がある
こと。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が平成２９年度又は平成３０
  年度に発注した予定価格（注５）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む
  。）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）
  を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する
　場合は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注７）を
　　協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　平成３０年１２月１０日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構
　成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注９）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３１年１月１６日　午前９時
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

北九州市上下水道局公告第１５３号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　平成３０年１２月１２日

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　有　田　仁　志

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　平成３１年１月１０日及び同月１１日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３１年１月１５日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年１２月１７日まで（注９）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年１２月１８日　午前９時から正午まで

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

８　入札の無
　効

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
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注６　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条、公営競技局が発注した工事にあっ
ては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条
　第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第５項及び第６
項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項、公営競技局が
発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協議をいう。
注９　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注５　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

９　その他

　）とする。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
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工事名 穴生浄水場急速ろ過池耐震化工事
工事場所 北九州市八幡西区鷹の巣三丁目地内
工事内容 柱部材増厚工　一式  ほか
工期 請負契約締結の日から３０５日間
予定価格 ４，７６７万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地
本店又は主たる営業所（注３）が北九州市若松区内、八幡東区内、八幡西区内又は戸畑区内に
あること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員と
して指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものも含む。）又は契約の実績がある
こと。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については予定価格
　（注５）５，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者に
　ついては予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の本市が平
　成２９年度又は平成３０年度に発注した土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本
　市が指定した特殊工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。
　ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注７）を
　　協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格５，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費
　税相当額を含む。）の本市が発注した土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市
　が指定した特殊工事を除く。）で平成３０年１２月１０日から本件開札日までの間に開札す
　るものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注９）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３１年１月１６日　午前９時５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

（１）　平成３１年１月１０日及び同月１１日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３１年１月１５日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年１２月１７日まで（注９）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年１２月１８日　午前９時から正午まで

北九州市上下水道局公告第１５４号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　平成３０年１２月１２日

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　有　田　仁　志

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。

７　入札及び
　契約に関す
　る条件
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注６　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条、公営競技局が発注した工事にあっ
ては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条
　第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第５項及び第６
項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項、公営競技局が
発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協議をいう。
注９　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

８　入札の無
　効

　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注５　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

９　その他

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。
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工事名 桜町北湊雨水貯留管場内整備工事
工事場所 北九州市若松区大字安瀬ほか
工事内容 表層工　２,８１５平方メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から平成３１年３月３１日まで
予定価格 ３，０８５万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ｂ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地
本店又は主たる営業所（注３）が北九州市若松区内、八幡東区内、八幡西区内又は戸畑区内に
あること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員と
して指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものも含む。）又は契約の実績がある
こと。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が平成２９年度又は平成３０
  年度に発注した予定価格（注５）２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む
  。）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）
  を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する
　場合は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注７）を
　　協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　平成３０年１２月１０日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構
　成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注９）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３１年１月１６日　午前９時１０分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　平成３１年１月１０日及び同月１１日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３１年１月１５日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年１２月１７日まで（注９）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年１２月１８日　午前９時から正午まで

北九州市上下水道局公告第１５５号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　平成３０年１２月１２日

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　有　田　仁　志

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。
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注６　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条、公営競技局が発注した工事にあっ
ては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条
　第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第５項及び第６
項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項、公営競技局が
発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協議をいう。
注９　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　た「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。

　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

８　入札の無
　効

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注５　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

９　その他

　）とする。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務

（５）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

（４）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　ことができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載し
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工事名 黒川西一丁目配水管布設替工事 
工事場所 北九州市門司区黒川西一丁目地内
工事内容 鋳鉄管据付工　内径１５０ミリメートル　３０９．１メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から１４０日間
予定価格 ３，９７１万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 水道施設工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の水道施設工事又は土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同
企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は
契約の実績があること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で平成３０年１２月
１０日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でな
いこと。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係

技術者 が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注５）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間
６　開札の場 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 平成３１年１月１６日　午前９時１５分

最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下

　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

９　その他

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  北九州市上下水道局長　有　田　仁　志

公告する。
　　平成３０年１２月１２日

期間

（２）　平成３０年１２月１８日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から平成３０年１２月１７日まで（注５）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

適用しない。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

実績

北九州市上下水道局公告第１５６号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務

　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　平成３１年１月１０日及び同月１１日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３１年１月１５日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
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　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

注５　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
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工事名 大手町ポンプ場沈砂池機械設備改良工事
工事場所 北九州市小倉北区大手町７番１０号
工事内容 沈砂池機械設備の改良工事
工期 請負契約締結の日から平成３２年３月１３日まで
予定価格 ２億２，４３２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。)
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 機械器具設置工事（希望順位を問わない。）
許可 機械器具設置工事業について特定建設業の許可を受けていること。

所在地
北九州市内に、本店、主たる営業所（注２）、支店又は営業所のいずれもない者であっても競
争参加することができる。
次の指名実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。以下同じ。）又は施工実績
を有すること。
（１）　指名実績については、次のいずれの条件も満たす北九州市（上下水道局、交通局、病
　院局及び公営競技局を含む。以下「本市」という。）が発注した公共下水道プラント工事（
　撤去工事及び建築設備工事を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として、指名
　実績を有すること。ただし、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率２０パーセント
　以上のものに限る。
　ア　平成２５年度以降の指名であること。
　イ　予定価格（消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。）が、７，０００万円以上
　　の工事であること。
  ウ　下水道施設として設置されたポンプ場施設内又は終末処理場内ポンプ施設での沈砂池設
　　備工事であること。
　　　なお、沈砂池設備とは除じん機械設備、除砂機械設備、沈砂処理設備及びしさ処理設備
　　の１つ以上を含んだ工事であること。
（２）　施工実績については、次のいずれの条件も満たす地方公共団体又は地方共同法人日本
　下水道事業団が発注した公共下水道プラント工事（撤去工事及び建築設備工事での実績を除
　く。）又は流域下水道プラント工事（撤去工事及び建築設備工事での実績を除く。）を元請
　として施工した実績を有すること。ただし、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率
　２０パーセント以上のものに限る。
　ア　平成２０年度以降に受注し、かつ、平成３０年３月３１日までに完成し、又は引渡しが
　　完了していること。
　イ　当初契約金額（消費税及び地方消費税相当額を除く。）が、７，０００万円以上の工事
　　であること。
　ウ　下水道施設として設置されたポンプ場施設内又は終末処理場内ポンプ施設での沈砂池設
　　備工事であること。
　　　なお、沈砂池設備とは除じん機械設備、除砂機械設備、沈砂処理設備及びしさ処理設備
　　の１つ以上を含んだ工事であること。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注３）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３１年１月１６日　午前９時

実績

６　開札の場
　所及び日時

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

北九州市上下水道局公告第１５７号

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　平成３０年１２月１２日

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　有　田　仁　志

（１）　平成３１年１月１０日及び同月１１日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３１年１月１５日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年１２月２１日まで（注３）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年１２月２５日　午前９時から正午まで
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最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

９　その他

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５
  ６）とする。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　登録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
注３　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第
　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。
注２　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以
  下に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建
  設業担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
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北九州市交通局告示第１号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定により、

北九州市自動車事業使用料及び手数料条例（昭和３９年北九州市条例第４１号

）第１条第１項第５号の特殊旅客運賃の収納事務を次のとおり委託した。 

  平成３０年１２月１２日 

                 北九州市交通局長   田 茂 人   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社日本旅行 東京都中央区日本橋一

丁目１９番１号 

平成３０年１０月１日

から平成３１年３月３

１日まで 
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